
 

様式第２号（第５条関係）                    （民間事業者・個人設置用） 

年  月  日  

 荒尾市長 様 

荒尾市ゼロカーボン機器等導入促進補助金交付申請書（蓄電池システム） 

※担当者記入欄 

決定番号 申 

請 

者 

申 請 区 分 □ 個人    □ 法人 

住 所 
〒 

 

フ リ ガ ナ  

訂 

正 

不 

可 

 

氏名又は法人名 

及び代表者氏名 

 

 

 

※個人の場合、署名又は記名押印 

            法人の場合、記名押印 

電 話 番 号  

荒尾市ゼロカーボン機器等導入促進補助金交付要綱第５条第２号の規定により、次のとおり申請します。 

１．設置場所 □申請者住所と同じ □その他 荒尾市                  

２．建物の区分 □新築 □既築 □建売 ※建売の場合は、建売証明書を添付すること。 

３．引渡予定日 年  月  日 

４．補助金交付申請額 0 0，0 0 0，０００円（1,000 円未満切捨て）※訂正不可 

・設置工事費を含む蓄電池システムの価格の１／３（消費税抜き）。ただし、1kWh 当たりの価格が下記の上限

を超える場合は対象外となります。 

※ 家庭用：15.5 万円 /kWh（定格容量：4,800Ah・セル未満） 

   業務用：19 万円 /kWh（定格容量：4,800Ah・セル以上） 

【申請者確認欄】 

 

□ 

 

右記の事項を確認

の上、誓約及び承

諾し、補助金を申

請します。 

●私は、荒尾市ゼロカーボン機器等導入促進補助金の申請に当たり、荒尾市暴力団排除条

例第２条第２項に規定する暴力団員又は同条例第２条第１項に規定する暴力団と密接な

関係を有する者でないことを誓約します。 

●補助金の交付決定に必要な範囲で、荒尾市の住民記録情報を調査し、利用すること、荒

尾市税の納付状況を確認することについて承諾します。 

●当該設置システムの使用等によって生じる問題は自己の責任と負担で処理することを誓

約します。 

●当該設置システムに対して、国又は地方公共団体の補助制度等を利用していません。 

●当該設置システムを法定耐用年数以内に処分する場合は荒尾市の承認を受け、返納請求

があった場合には速やかに応じます。 

 



 

申請者名：               

５
．
施 

工 

業 

者 

所 在 地  

会 社 名  

代 表 者 名  

担 当 者 名  

電話番号／FAX TEL  FAX 

□ 当社は、荒尾市ゼロカーボン機器等導入促進補助金の申請に当たり、荒尾市暴力団排除条例第

２条第２項に規定する暴力団員又は同条例第２条第１項に規定する暴力団と密接な関係を有す

る者でないことを誓約します。 

６．申立事項 

 

各添付書類のシステム設置住所が住居表示又は地番表示の表記により相違しておりま

すが、これらの表示が同一場所であることを申し立てます。 

＜住居表示・地番表示＞ 

                                                                       

                                                                       

７．設置機器 メーカー 型式番号 備考 

蓄電池ユニット 
   

パワーコンディショ

ナー 

   

８．蓄電容量 

(定格容量) 

 

□SII(一般社団法人

環境共創イニシア

チブ)に登録あり 

ｋＷｈ 
※「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧および

使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kWh 単位

で小数点第二位以下を切り捨てた値としてください。 

（「初期実効容量」ではないことにご留意ください。） 

※SII（一般社団環境共創イニシアチブに登録ある製品の場合は、

ホームページに掲載されている「蓄電容量」を確認して記入して

ください。カタログに表記されている値と違う場合があります。） 

Ah・セル 

 

※有明広域行政事務組合火災予防条例第 13 条に規定する蓄電池設

備に該当するか確認するために必要です。 

定格容量と電槽数の積の合計を Ah・セルで記載してください。 

※メーカーの仕様書等確認できる資料を必ず添付してください。 

９．太陽光発電シス

テムの設置状況 □有（出力 ０ ０ ０ . ０ ０ｋＷ ） □無 

□※パワーコンディショナーを太陽光発電システムと併用している場合は、チェックしてください。 

 

 

 

 


